
◆認定業務の実施の手順 

本会が行う認定業務は、以下の手順とし、その内容は「業務規程」に定める。 

 

 

 

 

１ 認定申請書の受付 

 有機農産物等に係る生産行程管理者等から認定申請書の提出があったときは、申請書の記載内容及び添付書類

を確認しこれを受理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

申請書の補正 

認定申請書に不備や、添付書類の記載漏れ等がある場合は、必要に

応じて補正を指示する。 

２ 認定申請書の書類審査 

 審査員は、認定申請書の記載内容及び添付書類について日本農林規格及び認定の技術的基準等に基づき、速や

かに書類審査を行う。 

３ 実地検査（調査） 

 指名された審査員は、書類審査の後、遅滞なく実地検査（調査）を実施し、実地検査（調査）終了後、速やか

に実地検査（調査）報告書を作成する。 

 実地検査（調査）は「生産施設の概況の把握」、「生産施設（ほ場、製造所、小分け場所、保管施設等）」、「生産

管理及び格付の組織」、「生産管理並びに格付を担当する者の資格及び人数」等について、「審査業務マニュアル」

に基づいて実施する。 

４ 結果の通知 

 理事長は、審査結果を申請者に通知する。 

 理事長は、是正措置の結果を審査員に伝え、最終

報告を求める。 

５ 是正措置 

 申請者は、審査結果に記載された是正措置に対す

る処置を講じ、その結果を報告する。 

６ 最終報告書 

 審査員は、必要があれば再審査を実施し、その結果を最終報告書にまとめ理事長に提出する。 

 理事長は、最終報告書の結果を判定委員会に付し、判定を求める。 

７ 判定 

 判定委員会は、実地検査（調査）報告書を認定の技術的基準に照らして判定を行う。会長はこの判定の結果、

適合の場合は認定証を交付し、不適合の場合はその旨を申請者に通知する。 

クレーム対応 

 申請者等から判定の結果についてクレームがあ

った場合は「異議申し立て処理規程」に基づき処理

再審査請求 

 申請者から再審査の請求があった場合は、必

要に応じ再審査及び再判定を行う。 

８ 認定事項の確認調査 

 本会は、認定者に対し、少なくとも１年に１回認

定事項の確認調査を行う。 

認定事業者は認定事項を変更する場合は、あら

かじめ変更届を提出する。 

９ 判定 

 判定委員会は、認定事項の確認調査又は臨時確認調査の結果について判定を行う。 

認定の維持 認定の拡大 認定の縮小 表示の縮小又は出荷の停止の請 認定の取消

農林水産大臣への報告、公表 
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